
【参考資料】 特別支援教育の現状等

令和３年10月５日（火）

通常の学級に在籍する特別な教育的支援
を必要とする児童生徒に関する調査

有識者会議
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小 学 校 ・ 中 学 校

病弱・身体虚弱

特別支援学級

通常の学級

通級による指導

（約２７万８千人）

（令和元年５月１日現在）

肢体不自由
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※この数値は、平成24年に文部科学省が行った調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された
回答に基づくものであり、医師の診断によるものでない。

発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等）の可能性のある児童生徒：６．５％程度※の在籍率

特別支援学校等の児童生徒の増加の状況

0.６％

（約６万２千人）

平成21年度

１.３％
（約１３万５千人）

平成21年度

０.５％
（約５万４千人）

平成21年度

（約２５万１千人）

２.３％

平成21年度

平成21年度
１,０７４万人

令和元年度
９７３万人

※平成21年度は公立のみ

【参考】 特別支援学校等の児童生徒の増加状況
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障害のある子供に対し、多様な学びの場において、少人数の学級編制、特別の教育課程等による適切な指導及び支援を実施。

※通常の学級における発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等）の可能性のある児童生徒：６．５％程度の在籍率（平成24年文部科
学省の調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるものでない点に留意。）

特別支援学校
小・中学校等

特別支援学級 通級による指導

概要
障害の程度が比較的重い子供を対象として、専門性
の高い教育を実施

障害の種別ごとの学級を編制し、子供一人一
人に応じた教育を実施

大部分の授業を在籍する通常の学級で受けな
がら、一部の時間で障害に応じた特別な指導を
実施

対象障害種と人数
(※令和2年度）

視覚障害 （約5,000人）
聴覚障害 （約7,900人）
知的障害 （約133,300人）
肢体不自由 （約30,900人）
病弱・身体虚弱（約19,200人）

※重複障害の場合はダブルカウントしている

合計：約144,800人
（平成22年度の約 1.2倍）

知的障害 （約138,200人）
肢体不自由 （約4,700人）
病弱・身体虚弱 （約4,300人）
弱視 （約600人）
難聴 （約2,000人）
言語障害 （約1,500人）
自閉症・情緒障害 （約151,100人）

合計：約302,500人
（平成22年度の約2.1倍）

言語障害 （約39,700人）
自閉症 （約25,600人）
情緒障害 （約19,200人）
弱視 （約200人）
難聴 （約2,200人）
学習障害 （約22,400人）
注意欠陥多動性障害 （約24,700人）
肢体不自由 （約120人）
病弱・身体虚弱 （約50人）

（※令和元年度現在）
合計：約134,200人

（平成21年度の約2.5倍）

幼児児童生徒数
(※令和2年度）

幼稚部：約 1,300人
小学部：約46,300人
中学部：約30,600人
高等部：約66,600人

小学校：約218,000人
中学校：約 84,400人

小学校：約116,600人
中学校：約 16,800人
高等学校：約 800人
（※令和元年度現在）

学級編制
定数措置
（公立）

【小・中】１学級６人
【高】 １学級８人
※重複障害の場合、１学級３人

１学級８人
【小・中】13人に１人の教員を措置
※平成29年度から基礎定数化
【高】 加配措置

教育課程

各教科等に加え、「自立活動」の指導を実施。障害
の状態等に応じた弾力的な教育課程が編成可。
※知的障害者を教育する特別支援学校では、知的
障害の特性等を踏まえた教科を別に設けている。

基本的には、小学校・中学校の学習指導要領
に沿って編成するが、実態に応じて、特別支援
学校の学習指導要領を参考とした特別の教育
課程が編成可。

通常の学級の教育課程に加え、又はその一部
に替えた特別の教育課程を編成。
【小・中】週１～８コマ以内
【高】年間７単位以内

それぞれの児童生徒について個別の教育支援計画（家庭、地域、医療、福祉、保健等の業務を行う関係機関との連携を図り、長期的な視点で教育的支
援を行うための計画）と個別の指導計画（一人一人の教育的ニーズに応じた指導目標、内容、方法等をまとめた計画）を作成。

義務教育段階の
全児童生徒の
0.8%

義務教育段階の
全児童生徒の
3.１%

義務教育段階の
全児童生徒の
1.4%

特別支援教育の現状

特別支援学校・特別支援学級・通級による指導の現状
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特別支援学校・特別支援学級・通級による指導の現状



※表の学校数は、平成19年度より、複数の障害種に対応できる特別支援学校制度へ転換したため、複数の障害に対応する学校及び複数の障害を有する者
については、それぞれの障害種に集計している。このため、グラフと表の数値は一致しない。

（出典）学校基本統計

【令和２年度の状況】
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特別支援学校（幼稚部・小学部・中学部・高等部）在籍者の推移（各年度5月1日現在）

計

知的障害

肢体不自由

病弱・身体虚弱

聴覚障害

視覚障害

学校数 1,039校 1,049校 1,059校 1,080校 1,096校 1,114校 1,125校 1,135校 1,141校 1,146校 1,149校

（名）

視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱 計

学 校 数 86 119 790 352 158 1,505

在籍者数 4,978 7,850 133,308 30,905 19,240 196,281
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特別支援学校の幼児児童生徒数・学校数



（出典）学校基本統計

【令和２年度の状況】

知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱 弱視 難聴 言語障害 自閉症・情緒障害 計

学 級 数 30,212 3,192 2,708 561 1,332 715 31,227 69,947

在籍者数 138,232 4,685 4,312 643 1,965 1,495 151,141 302,473
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通級による指導を受けている児童生徒数の推移（各年度５月１日現在）

※平成３０年度から、国立・私立学校を含めて調査。
※高等学校における通級による指導は平成３０年度開始であることから、高等学校については平成３０年度から計上。

134,185
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特別支援学校・特別支援学級・通級による指導の現状



特別支援学校 特別支援学級 通級による指導

視覚障害者
両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機

能障害が高度のもののうち，拡大鏡等の使用によっても通常
の文字，図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な
程度のもの

弱視者
拡大鏡等の使用によっても通常の文字，図形等の視覚によ

る認識が困難な程度のもの

弱視者
拡大鏡等の使用によっても通常の文字， 図形等の視覚に

よる認識が困難な程度の者で，通常の学級での学習におおむ
ね参加でき，一部特別な指導を必要とするもの

聴覚障害者
両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののう

ち，補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不
可能又は著しく困難な程度のもの。

難聴者
補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難

な程度のもの

難聴者
補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難

な程度の者で，通常の学級での学習におおむね参加でき，一
部特別な指導を必要とするもの

肢体不自由者
一 肢体不自由の状態が補装具によっても歩行，筆記等日常

生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの。
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないものの

うち，常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの。

肢体不自由者
補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な

動作に軽度の困難がある程度のもの

肢体不自由者
肢体不自由の程度が，通常の学級での学習におおむね参加

でき，一部特別な指導を必要とする程度のもの

病弱者（身体虚弱者を含む。）
一 慢性の呼吸器疾患，腎臓疾患及び神経疾患，悪性新生物

その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要と
する程度のもの

二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度の
もの

（病弱者・）身体虚弱者
一 慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的

に医療又は生活の管理を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度

のもの

病弱者・身体虚弱者
病弱又は身体虚弱の程度が， 通常の学級での学習におお

むね参加でき，一部特別な指導を必要とする程度のもの

言語障害者
口蓋裂，構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害の

ある者，吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者，話
す，聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者，そ
の他これに準じる者（これらの障害が主として他の障害に起
因するものでない者に限る。）で，その程度が著しいもの。

言語障害者
口蓋裂，構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害の

ある者，吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者，話
す，聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者，そ
の他これに準じる者（これらの障害が主として他の障害に起
因するものでない者に限る。）で，通常の学級での学習にお
おむね参加でき，一部特別な指導を必要とする程度のもの。

自閉症者・情緒障害者
一 自閉症又はそれに類するもので，他人との意思疎通及び

対人関係の形成が困難である程度のもの
二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもの

で，社会生活への適応が困難である程度のもの

自閉症者
自閉症又はそれに類するもので，通常の学級での学習にお

おむね参加でき，一部特別な指導を必要とする程度のもの

情緒障害者
主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので，

通常の学級で学習におおむね参加でき，一部特別な指導を必
要とする程度のもの

知的障害者
一 知的発達の遅滞があり，他人との意思疎通が困難で日常

生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないも

ののうち，社会生活への適応が著しく困難なもの

知的障害者
知的発達の遅滞があり，他人との意思疎通に軽度の困難が

あり日常生活を営むのに一部援助が必要で，社会生活への適
応が困難である程度のもの

学習障害者
全般的な知的発達に遅れはないが，聞く，話す，読む，書

く， 計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と
使用に著しい困難を示すもので，一部特別な指導を必要とす
る程度のもの

注意欠陥多動性障害者
年齢又は発達に不釣合いな注意力，又は衝動性・多動性が

認められ，社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもので，
一部特別な指導を必要とする程度のもの

（学校教育法施行令第22条の3） （平成25年10月４日 初等中等教育局長通知） （平成25年10月４日 初等中等教育局長通知）

【参考】 特別支援学校・特別支援学級・通級による指導の対象となる障害の種類及び程度
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●小・中学校に比べ、幼稚園・高等学校の体制整備は依然として課題である。

学校における支援体制の整備状況・課題

国公私立計・学校種別・項目別実施率－全国集計グラフ（平成30年度）

※下線のある数値（点線上部又は横に明示）は、個別の指導計画または教育支援計画の作成を必要とする、児童生徒を
有する学校のみを対象とした場合の作成状況（率）を示す。 8
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特別支援教育支援員の地方財政措置について

○特別支援教育支援員の配置に係る経費（継続）

公立幼稚園、小・中学校及び高等学校において、
障害のある幼児児童生徒に対し、学習活動上の
サポート等を行う「特別支援教育支援員」を配置
するため、都道府県・市町村に対して、必要な経費
を措置するもの。

学校種
令和３年度

措置内容

幼稚園 8,200人

小・中学校 56,900人

高等学校 900人

合 計
66,000人

（65,800）

「特別支援教育支援員」は、公立幼稚園、小・中学校、高等学校において、校長、教頭、
特別支援教育コーディネーター、担任教師等と連携のうえ、日常生活上の介助（食事、排泄、
教室の移動補助等）、発達障害等の幼児児童生徒に対する学習支援、幼児児童生徒の
健康・安全確保、周囲の幼児児童生徒の障害理解促進等を行う。

平成19年度～：公立小・中学校について地方財政措置を開始
平成21年度～：公立幼稚園について地方財政措置を開始
平成23年度～：公立高等学校について地方財政措置を開始

※括弧書きは、令和2年度の措置人数
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（参考） 特別支援教育支援員の地方財政措置・活用人数の推移

地財措置 活用人数 地財措置 活用人数 地財措置 活用人数 地財措置 活用人数

平成28年度 6,500 6,856 46,800 48,592 500 442 53,800 55,890

平成29年度 6,900 7,139 48,600 52,065 500 510 56,000 59,714

平成30年度 7,600 7,473 55,000 54,192 500 561 63,100 62,226

令和元年度 7,800 7,596 56,600 54,914 600 849 65,000 63,359

令和２年度 7,900 8,039 57,000 55,845 900 839 65,800 64,723

令和３年度 8,200 － 56,900 － 900 － 66,000 －

計幼稚園   小・中学校 高等学校 

※令和2年度活用人数については、7月1日現在、ほか各年度は5月1日現在のもの（文部科学省特別支援教育課調べ）。

（人）
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